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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを保存するコンテンツ保存装置と当該コンテンツ保存装置からネットワーク
を介して前記コンテンツを取得して再生するコンテンツ再生装置を有するコンテンツ再生
システムであって、
　前記コンテンツ再生装置は、
　　ユーザを識別する識別子とパスワードを入力する入力手段と、
　　当該コンテンツ再生装置のコンテンツの再生能力情報を格納する能力保持手段と、
　　前記識別子、前記パスワード及び前記再生能力情報を含み、前記ユーザがアクセス可
能なコンテンツの一覧を要求する要求メッセージを送信する送信手段と、
　　前記コンテンツの一覧を受信する受信手段と、
　　前記コンテンツの一覧を提示し、前記ユーザからコンテンツの選択を受け付ける選択
手段と、
　　選択された前記コンテンツを前記コンテンツの一覧が示す保存場所から取得して再生
する再生手段と、を有し、
　前記コンテンツ保存装置は、
　　ユーザ毎にコンテンツを保存するコンテンツ保存場所を有するコンテンツ蓄積手段と
、
　　ユーザと前記コンテンツ保存場所とを関連付けて管理する設定情報と、
　　前記要求メッセージを受信する受信手段と、
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　　前記要求メッセージに含まれる識別子とパスワードを用いてユーザ認証する認証手段
と、
　　ユーザ認証が成功した場合、前記設定情報を参照して前記識別子に対応するユーザの
コンテンツ保存場所を特定し、当該コンテンツ保存場所に保存され、前記要求メッセージ
に含まれる再生能力情報に応じたコンテンツの一覧を生成する生成手段と、
　　前記コンテンツの一覧を送信する送信手段と、を有すること
　を特徴とするコンテンツ再生システム。
【請求項２】
　前記コンテンツ保存装置は複数存在するものであって、
　前記選択手段は、複数の前記コンテンツの一覧を受信した場合、複数のコンテンツの一
覧をマージして前記ユーザに提示することを特徴とする請求項１記載のコンテンツ再生シ
ステム。
【請求項３】
　ユーザ毎にコンテンツを保存するコンテンツ保存場所を有するコンテンツ保存装置と当
該コンテンツ保存装置からネットワークを介して前記コンテンツを取得して再生するコン
テンツ再生装置によるコンテンツ再生方法であって、
　前記コンテンツ再生装置による、
　　ユーザを識別する識別子とパスワードを入力するステップと、
　　当該コンテンツ再生装置のコンテンツの再生能力情報を格納する能力保持手段から前
記再生能力情報を読み出し、前記識別子、前記パスワード及び前記再生能力情報を含み、
前記ユーザがアクセス可能なコンテンツの一覧を要求する要求メッセージを送信するステ
ップと、
　　前記コンテンツの一覧を受信するステップと、
　　前記コンテンツの一覧を提示し、前記ユーザからコンテンツの選択を受け付けるステ
ップと、
　　選択された前記コンテンツを前記コンテンツの一覧が示す保存場所から取得して再生
するステップと、を有し、
　前記コンテンツ保存装置による、
　　前記要求メッセージを受信するステップと、
　　前記要求メッセージに含まれる識別子とパスワードを用いてユーザ認証するステップ
と、
　　ユーザ認証が成功した場合、ユーザと前記コンテンツ保存場所とを関連付けて管理す
る設定情報を参照して前記識別子に対応するユーザのコンテンツ保存場所を特定し、当該
コンテンツ保存場所に保存され、前記要求メッセージに含まれる再生能力情報に応じたコ
ンテンツの一覧を生成するステップと、
　　前記コンテンツの一覧を送信するステップと、を有すること
　を特徴とするコンテンツ再生方法。
【請求項４】
　前記コンテンツ保存装置は複数存在するものであって、
　前記選択を受け付けるステップは、複数の前記コンテンツの一覧を受信した場合、複数
のコンテンツの一覧をマージして前記ユーザに提示することを特徴とする請求項３記載の
コンテンツ再生方法。
【請求項５】
　請求項３又は４記載のコンテンツ再生方法をコンピュータに実行させることを特徴とす
るコンテンツ再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上に配置されたコンテンツ保存装置からコンテンツを取得して
再生する技術に関する。



(3) JP 5400699 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　近年、動画、静止画、音楽ファイルなどのコンテンツをネットワークを介して配信する
ことが広まっている。配信されたコンテンツは、コンテンツを受信した機器内などに保存
される。保存したコンテンツの閲覧時にユーザ認証を行うことにより、特定のユーザだけ
にコンテンツを閲覧させることが可能となる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、宛先毎に、受信した文書を保存する場所を指定可能で、パス
ワードを入力することで保存した文書を出力できるファクシミリ装置が記載されている。
Ｇ３規格に対応したファクシミリ装置は、文書、画像などのコンテンツを受信して保存す
ることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１５４１７８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「ＵＰｎＰ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｖｅｒｓｉｏ
ｎ　１．１」、［online］、２００８年、ＵＰｎＰ　Ｆｏｒｕｍ、［平成２２年４月１５
日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：http://www.upnp.org/specs/arch/UPnP-arch-Devic
eArchitecture-v1.1.pdf〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来は、ネットワーク上にコンテンツの保存場所が複数存在することは考慮していなか
った。そのため、保存場所が複数存在する場合は、ユーザ自身がコンテンツの保存場所を
把握している必要があった。ネットワーク上に存在する機器を自動的に発見する方法とし
ては、非特許文献１に示すＵＰｎＰが知られているが、複数の保存場所それぞれに対して
個別にユーザ認証を実施する必要があった。
【０００７】
　一方、従来は、ネットワークを介して送受信されるコンテンツは、例えばファクシミリ
装置では画像データなどに限られていた。近年は、色々な種別のコンテンツが送受信され
ている。コンテンツを受信した受信機でそのコンテンツを再生するだけでなく、別の再生
機が、ホームネットワークを介して受信機からコンテンツを取得し、コンテンツを再生す
ることもある。ところが、再生機の能力によっては、コンテンツを再生できない可能性が
あるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、特定のユーザが、そのユーザが利用する
再生機器で再生可能なネットワーク上に存在するコンテンツを検索することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の本発明に係るコンテンツ再生システムは、コンテンツを保存するコンテンツ保存
装置と当該コンテンツ保存装置からネットワークを介して前記コンテンツを取得して再生
するコンテンツ再生装置を有するコンテンツ再生システムであって、前記コンテンツ再生
装置は、ユーザを識別する識別子とパスワードを入力する入力手段と、当該コンテンツ再
生装置のコンテンツの再生能力情報を格納する能力保持手段と、前記識別子、前記パスワ
ード及び前記再生能力情報を含み、前記ユーザがアクセス可能なコンテンツの一覧を要求
する要求メッセージを送信する送信手段と、前記コンテンツの一覧を受信する受信手段と
、前記コンテンツの一覧を提示し、前記ユーザからコンテンツの選択を受け付ける選択手
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段と、選択された前記コンテンツを前記コンテンツの一覧が示す保存場所から取得して再
生する再生手段と、を有し、前記コンテンツ保存装置は、ユーザ毎にコンテンツを保存す
るコンテンツ保存場所を有するコンテンツ蓄積手段と、ユーザと前記コンテンツ保存場所
とを関連付けて管理する設定情報と、前記要求メッセージを受信する受信手段と、前記要
求メッセージに含まれる識別子とパスワードを用いてユーザ認証する認証手段と、ユーザ
認証が成功した場合、前記設定情報を参照して前記識別子に対応するユーザのコンテンツ
保存場所を特定し、当該コンテンツ保存場所に保存され、前記要求メッセージに含まれる
再生能力情報に応じたコンテンツの一覧を生成する生成手段と、前記コンテンツの一覧を
送信する送信手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　第２の本発明に係るコンテンツ再生方法は、ユーザ毎にコンテンツを保存するコンテン
ツ保存場所を有するコンテンツ保存装置と当該コンテンツ保存装置からネットワークを介
して前記コンテンツを取得して再生するコンテンツ再生装置によるコンテンツ再生方法で
あって、前記コンテンツ再生装置による、ユーザを識別する識別子とパスワードを入力す
るステップと、当該コンテンツ再生装置のコンテンツの再生能力情報を格納する能力保持
手段から前記再生能力情報を読み出し、前記識別子、前記パスワード及び前記再生能力情
報を含み、前記ユーザがアクセス可能なコンテンツの一覧を要求する要求メッセージを送
信するステップと、前記コンテンツの一覧を受信するステップと、前記コンテンツの一覧
を提示し、前記ユーザからコンテンツの選択を受け付けるステップと、選択された前記コ
ンテンツを前記コンテンツの一覧が示す保存場所から取得して再生するステップと、を有
し、前記コンテンツ保存装置による、前記要求メッセージを受信するステップと、前記要
求メッセージに含まれる識別子とパスワードを用いてユーザ認証するステップと、ユーザ
認証が成功した場合、ユーザと前記コンテンツ保存場所とを関連付けて管理する設定情報
を参照して前記識別子に対応するユーザのコンテンツ保存場所を特定し、当該コンテンツ
保存場所に保存され、前記要求メッセージに含まれる再生能力情報に応じたコンテンツの
一覧を生成するステップと、前記コンテンツの一覧を送信するステップと、を有すること
を特徴とする。

【００１１】
　第３の本発明に係るコンテンツ再生プログラムは、上記コンテンツ再生方法をコンピュ
ータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、特定のユーザが、そのユーザが利用する再生機器で再生可能なネット
ワーク上に存在するコンテンツを検索することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態におけるコンテンツ再生システムを含む全体構成図である。
【図２】本実施の形態におけるコンテンツ再生システムが備える受信機、再生機の構成を
示す機能ブロック図である。
【図３】ユーザの設定情報を示す図である。
【図４】受信機が出力するユーザ設定画面の例を示す図である。
【図５】コンテンツの再生の処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】コンテンツリストを表示した画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００１５】
　図１は、本実施の形態におけるコンテンツ再生システムを含む全体構成図である。
【００１６】
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　本実施の形態におけるコンテンツ再生システムは、ホームネットワーク２００に接続さ
れた受信機１Ａ，１Ｂ、再生機３Ａ，３Ｂを備える。受信機１Ａ，１Ｂは、再生機３Ａ，
３ＢからユーザのＩＤ、パスワードを受信し、認証されたユーザがアクセス可能で、かつ
、再生機３Ａ，３Ｂが再生可能なコンテンツの一覧を再生機３Ａ，３Ｂに送信する。再生
機３Ａ，３Ｂは、コンテンツの一覧を受信してユーザに提示し、ユーザが選択したコンテ
ンツを再生する。なお、再生機３Ａ，３Ｂとして、動画、静止画、音楽ファイルなどを再
生可能なメディアプレイヤを用いてもよいし、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）を用いて
もよい。
【００１７】
　送信機５は、ＳＩＰサーバ６を利用して受信機１Ａ，１Ｂとセッションを確立し、ネッ
トワーク１００を介して受信機１Ａ，１Ｂにコンテンツを送信する。受信機１Ａ，１Ｂは
、送信機５からコンテンツを受信して蓄積する。コンテンツを蓄積する場所として、受信
機１Ａ，１Ｂの内部の蓄積手段に蓄積してもよいし、外部の保存用機器２Ｂに蓄積しても
よい。
【００１８】
　次に、本実施の形態におけるコンテンツ再生システムが備える受信機、再生機の構成に
ついて説明する。
【００１９】
　図２は、本実施の形態におけるコンテンツ再生システムが備える受信機、再生機の構成
を示す機能ブロック図である。ホームネットワーク２００上には、複数の受信機１Ａ，１
Ｂ、複数の再生機３Ａ，３Ｂが配置可能であるが、図２では、受信機１Ａと再生機３Ａの
各１台について示している。
【００２０】
　図２に示すように、受信機１Ａは、設定保存部１１、設定入力部１２、設定画面部１３
、個人認証部１４、コンテンツ情報生成部１５、コンテンツ転送部１６、制御部１７、ネ
ットワーク（ＮＷ）部１８、および各ユーザ用保存フォルダ２０Ａ，２０Ｂを備える。
【００２１】
　設定保存部１１は、受信機１Ａを利用するユーザ毎の設定情報を保存する。ユーザ毎の
設定情報は、図３に示すように、ユーザ名、ＩＤ、パスワード、保存フォルダ、コンテン
ツ種別を有する。ユーザ名は、受信機１Ａを利用するユーザの名前を示す。ＩＤは、ユー
ザを一意に特定するための識別子である。パスワードは、ユーザを認証するための文字列
である。保存フォルダは、送信機５からユーザ宛のコンテンツを受信した際に、コンテン
ツを保存する場所を示す。ユーザ１人に対して複数の保存フォルダを指定することが可能
である。コンテンツ種別は、保存フォルダに保存するコンテンツの種別を保存フォルダ毎
に指定する。コンテンツの種別としては、例えば、動画、静止画、音楽ファイルなどがあ
る。
【００２２】
　図３に示す例では、ユーザ名「太郎」宛のコンテンツは、コンテンツ種別によらず、す
べて受信機内の保存フォルダ（受信機￥userA）に保存される。ユーザ名「太郎」がコン
テンツにアクセスする際には、ＩＤ（userA）、パスワード（********）を入力し、認証
する必要がある。一方、ユーザ名「花子」宛のコンテンツは、コンテンツ種別が「静止画
」の場合は、受信機内の保存フォルダ（受信機￥userB）に保存される。静止画以外のコ
ンテンツは、受信機外部の保存用機器内の保存フォルダ（保存用機器￥userB）に保存さ
れる。ユーザ名「花子」がコンテンツにアクセスする際には、ＩＤ（userB）、パスワー
ド（********）を入力し、認証する必要がある。
【００２３】
　設定入力部１２は、ユーザから設定情報を入力し、設定保存部１１に保存する。
【００２４】
　設定画面部１３は、ユーザに対して設定情報の入力を促す設定画面を作成し出力する。
なお、設定情報の入力、設定画面の表示などユーザとのインタフェースに、再生機３Ａ，
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３Ｂのユーザインタフェースを用いてもよい。この場合、入力される設定情報や表示され
る設定画面は、ＮＷ部１８を介して送受信される。もちろん、再生機３Ａが入力装置、表
示装置を備えて設定情報の入力、設定画面の表示を行ってもよい。
【００２５】
　個人認証部１４は、再生機３Ａ，３Ｂから受信したＩＤ、パスワードを設定保存部１１
に保存されているＩＤ、パスワードと比較し、ＩＤとパスワードが同じ組が存在するか否
か判定してユーザ認証を行う。
【００２６】
　コンテンツ情報生成部１５は、ユーザ名、あるいはユーザのＩＤを入力し、設定保存部
１１からそのユーザの保存フォルダの場所を取得する。そして、そのユーザ用の保存フォ
ルダに保存されているコンテンツの情報を取得してコンテンツリストを生成する。コンテ
ンツリストは、コンテンツ毎の保存フォルダ名、ファイル名、コンテンツ種別などの情報
を含むコンテンツの一覧である。また、コンテンツ情報生成部１５は、コンテンツ種別を
入力したときは、そのコンテンツ種別のみを含むコンテンツリストを生成する。コンテン
ツ種別は複数指定されるものでもよい。
【００２７】
　コンテンツ転送部１６は、指定されたコンテンツを保存場所から読み出してＮＷ部１８
を介して再生機３Ａ，３Ｂに転送する。
【００２８】
　制御部１７は、ＮＷ部１８が受信したメッセージに基づいて上記各部の制御を行う。
【００２９】
　ＮＷ部１８は、ホームネットワーク２００を介して再生機３Ａ，３Ｂとメッセージの送
受信やコンテンツの送信を行う。また、送信機５からの呼を着信するなどの呼制御や送信
機５が送信するコンテンツの受信などネットワーク１００を介した通信を行う。
【００３０】
　ユーザ用保存フォルダ２０Ａ，２０Ｂは、送信機５から送信されたコンテンツをユーザ
毎に保存する。コンテンツを保存する保存フォルダとして、外部に接続した保存用機器２
Ｂを利用してもよい。
【００３１】
　続いて、再生機３Ａについて説明する。図２に示すように、再生機３Ａは、ユーザイン
タフェース（ＩＦ）部３１、能力保持部３２、コンテンツ再生部３３、制御部３４、およ
びＮＷ部３５を備える。
【００３２】
　ユーザＩＦ部３１は、キーボード、マウス、リモコンなどの入力装置とディスプレイな
どの表示手段を用い、ユーザからＩＤ、パスワードの入力を受け付けたり、再生するコン
テンツの選択を受け付ける。
【００３３】
　能力保持部３２は、再生機３Ａのコンテンツ再生能力の情報、例えば、再生機３Ａが再
生可能なコンテンツ種別の情報を保持する。
【００３４】
　コンテンツ再生部３３は、ユーザが選択したコンテンツを保存している受信機１Ａ，１
Ｂ、あるいは保存用機器２Ｂにアクセスしてコンテンツを取得し、そのコンテンツの再生
を行う。
【００３５】
　制御部３４は、ユーザからの指示、あるいは受信機１Ａ，１Ｂから受信したメッセージ
に基づいて上記各部の制御を行う。
【００３６】
　ＮＷ部３５は、ホームネットワーク２００を介して受信機１Ａ，１Ｂとメッセージの送
受信やコンテンツの受信を行う。
【００３７】
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　受信機１Ａ，１Ｂ、再生機３Ａ，３Ｂが備える各部は、演算処理装置、記憶装置等を備
えたコンピュータにより構成して、各部の処理がプログラムによって実行されるものとし
てもよい。このプログラムは受信機１Ａ，１Ｂ、再生機３Ａ，３Ｂが備える記憶装置に記
憶されており、磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリ等の記録媒体に記録することも
、ネットワークを通して提供することも可能である。
【００３８】
　次に、受信機１Ａ，１Ｂの事前設定について説明する。
【００３９】
　図４は、受信機１Ａ，１Ｂの設定画面部１３が出力する画面の例を示す図である。
【００４０】
　まず、設定画面部１３は、図４（ａ）に示すように、設定するユーザの選択を促す画面
を出力する。図４（ａ）では、ユーザＡ，ユーザＢ，ユーザＣのいずれかを選択させる画
面の例を示す。新たにユーザを追加するユーザ新規追加ボタンを備えてもよい。
【００４１】
　図４（ａ）の画面においてユーザが選択されると、図４（ｂ）に示すように、ユーザの
ＩＤとパスワードの入力を促す画面を出力する。ユーザのＩＤとパスワードが入力される
と、個人認証部１４が入力されたＩＤとパスワードによりユーザ認証する。
【００４２】
　ユーザが認証されると、設定画面部１３は、図４（ｃ）に示す設定ページ画面を出力す
る。ユーザは、設定ページ画面に対して設定情報を入力する。入力された設定情報は、設
定保存部１１に保存される。図４（ｃ）に示す例では、個人宛にコンテンツを送信する方
法、保存フォルダ、認証設定の各項目を設定する。
【００４３】
　個人宛にコンテンツを送信する方法として、サブアドレス（ｉｓｕｂ）による宛先指定
、追加電話番号による宛先指定を選択する。ｉｓｕｂとは、契約電話番号に対し指定可能
なサブアドレスである。例えば「０３－１２３４－５６７８＊１１１１」のように、送信
機５が契約電話番号の後にｉｓｕｂ情報をつけて発呼することにより、受信機１Ａでは、
ｉｓｕｂに応じて、受信されたコンテンツがどのユーザ宛なのか特定することができる。
一方、追加電話番号による宛先指定は、契約電話番号とは別に通信キャリアから払い出さ
れる電話番号を用いてコンテンツの宛先のユーザを特定する方法である。
【００４４】
　保存フォルダは、そのユーザ宛に送信されたコンテンツを保存する場所を指定する情報
である。ユーザ毎にコンテンツの保存場所を指定することができる。図４（ｃ）では示し
ていないが、保存フォルダ毎にコンテンツ種別を入力する欄を設け、コンテンツ種別毎に
保存フォルダを指定することも可能である。また、保存フォルダとして受信機１Ａ内のユ
ーザ用保存フォルダ２０Ａ，２０Ｂを指定することも、ホームネットワーク２００上の保
存用機器２Ｂの保存フォルダを指定することも可能である。
【００４５】
　認証設定は、保存フォルダに指定したコンテンツを閲覧する際にユーザ認証を行うか否
かを設定する。ユーザ認証を行う場合は、ユーザのＩＤおよびパスワードを設定する。
【００４６】
　次に、コンテンツの受信について説明する。
【００４７】
　まず、送信機５がＳＩＰを用いて発呼し、受信機１Ａが着信して呼を確立する。そして
、送信機５がネットワーク１００を介して受信機１Ａにコンテンツを送信する。
【００４８】
　コンテンツを受信した受信機１Ａは、設定保存部１１に保存された設定情報をもとに、
受信したコンテンツの保存場所を特定し、適切な保存場所にコンテンツを保存する。例え
ば、着信した呼にサブアドレスが付与されている場合、設定保存部１１の設定情報を参照
してそのサブアドレスに対応するユーザを検索し、保存フォルダを特定する。また、ユー
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ザ宅に複数の電話番号が払い出されており、電話番号毎にユーザが割り当てられている場
合、設定保存部１１の設定情報を参照して着信した呼の電話番号に対応するユーザを検索
し、保存フォルダを特定する。ホームネットワーク２００に複数の受信機１Ａ，１Ｂが配
置されている場合、電話番号に応じて着信する受信機１Ａ，１Ｂを変えて、コンテンツを
保存してもよい。
【００４９】
　次に、コンテンツの再生について説明する。
【００５０】
　再生機３Ａ，３Ｂは、ユーザのＩＤとパスワードを入力し、そのユーザが再生可能なコ
ンテンツを受信機１Ａ，１Ｂから取得して、再生可能なコンテンツの一覧をユーザに提示
する。そして、受信機１Ａ，１Ｂに保存されたコンテンツは、再生機３Ａ，３Ｂにより読
み出されて再生される。ユーザは、ＩＤとパスワードを入力するだけで、再生可能なコン
テンツの保存場所を意識することなく、所望のコンテンツを再生可能である。以下、図面
を用いてコンテンツの再生の処理の詳細について説明する。
【００５１】
　図５は、コンテンツの再生の処理の流れを示すフローチャートである。ここでは、ユー
ザＡが再生機３Ａを操作してコンテンツを再生する処理について説明する。
【００５２】
　まず、ユーザＡが受信機１ＡのユーザＩＦ部３１に対してＩＤとパスワードを入力する
（ステップＳ１０１）。ユーザＩＦ部３１に入力されたＩＤとパスワードは、制御部３４
に送られる。
【００５３】
　制御部３４は、保存フォルダ検出メッセージを生成し、ＮＷ部３５を介してホームネッ
トワーク２００上のすべての受信機１Ａ，１Ｂに保存フォルダ検出メッセージを送信する
（ステップＳ１０２）。保存フォルダ検出メッセージは、ホームネットワーク２００上に
存在するユーザ用の保存フォルダを検出するためのメッセージであり、ユーザのＩＤ、パ
スワード、および再生機３Ａが再生可能なコンテンツ種別を含む。再生機３Ａが再生可能
なコンテンツ種別は、制御部３４が能力保持部３２から読み出す。保存フォルダ検出メッ
セージは、ＩＰマルチキャストを利用することで、ホームネットワーク２００上のすべて
の受信機１Ａ，１Ｂに送信することができる。
【００５４】
　ここからは、受信機１Ａによる処理となる。受信機１Ａは、保存フォルダ検出メッセー
ジを受信すると、保存フォルダ検出メッセージに含まれるＩＤとパスワードによりユーザ
認証を行う（ステップＳ１０３）。具体的には、受信機１ＡのＮＷ部１８は、保存フォル
ダ検出メッセージを受信すると、受信した保存フォルダ検出メッセージを制御部１７に送
り、制御部１７は、保存フォルダ検出メッセージに含まれるユーザＡのＩＤとパスワード
を個人認証部１４に入力し、個人認証部１４は、設定保存部１１に保存された設定情報を
参照してユーザ認証を行う。
【００５５】
　ユーザ認証が失敗した場合、制御部１７は保存フォルダ検出メッセージに対するエラー
応答メッセージを作成し、ＮＷ部１８を介して再生機３Ａに送信する。エラー応答メッセ
ージを受信した再生機３Ａは、ユーザＩＦ部３１により認証に失敗した旨をユーザＡに通
知する（ステップＳ１０４）。
【００５６】
　ユーザ認証が成功した場合、制御部１７は、コンテンツ情報生成部１５に対し、ユーザ
Ａ用のコンテンツリストの生成を要求する（ステップＳ１０５）。このとき、再生機３Ａ
で再生可能なコンテンツ種別もコンテンツ情報生成部１５に入力される。
【００５７】
　コンテンツ情報生成部１５は、設定保存部１１に保存された設定情報を読み出し、ユー
ザＡ用の保存フォルダの場所を取得する（ステップＳ１０６）。
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【００５８】
　コンテンツ情報生成部１５は、ユーザＡ用の保存フォルダにアクセスし、ユーザＡ用の
保存フォルダに保存されているコンテンツの情報を取得してコンテンツリストを生成する
（ステップＳ１０７）。コンテンツ情報生成部１５は、コンテンツリストを生成する際、
再生機３Ａで再生可能なコンテンツ種別のみを含むコンテンツリストを生成する。
【００５９】
　制御部１７は、保存フォルダ検出メッセージに対する応答メッセージとしてコンテンツ
リストを含む応答メッセージを生成し、ＮＷ部１８を介して再生機３Ａに送信する（ステ
ップＳ１０８）。ステップＳ１０３からステップＳ１０８までの、保存フォルダ検出メッ
セージを受信してコンテンツリストを送信する処理は、受信機１Ｂにおいても同様に行わ
れる。受信機１ＢにユーザＡ用の保存フォルダが設定されている場合は、その保存フォル
ダのコンテンツリストが生成されて、再生機３Ａに送信される。
【００６０】
　ここからは、再生機３Ａによる処理に戻る。再生機３ＡのＮＷ部３５が応答メッセージ
を受信すると、ユーザＩＦ部３１は、応答メッセージに含まれるコンテンツリストをユー
ザに提示する（ステップＳ１０９）。図６に、コンテンツリストを表示した画面の例を示
す。同図に示す例では、コンテンツ名、種別が表示され、その横に再生開始ボタンが表示
される。
【００６１】
　再生機３Ａが、一定時間内に複数の受信機１Ａ，１Ｂそれぞれからコンテンツリストを
受信した場合、ユーザＩＦ部３１は、受信した複数のコンテンツリストを１つにマージし
てユーザに提示する。ユーザにとっては、再生可能なコンテンツが保存されている場所は
重要ではない。コンテンツの保存場所が受信機１Ａ，１Ｂに分散している場合でも、再生
可能なコンテンツを一元的に閲覧することが可能となる。
【００６２】
　ユーザＡがユーザＩＦ部３１により提示されたコンテンツリストの中から再生したいコ
ンテンツを選択する（ステップＳ１１０）。選択されたコンテンツの情報は、ユーザＩＦ
部３１から制御部３４へ送られる。
【００６３】
　制御部３４が、コンテンツを特定する情報をコンテンツ再生部３３へ入力すると、コン
テンツ再生部３３は、コンテンツの保存フォルダへアクセスし、ホームネットワーク２０
０を介してコンテンツを取得してコンテンツの再生を開始する（ステップＳ１１１）。
【００６４】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、再生機３Ａ，３ＢがユーザのＩＤとパス
ワードを入力し、ＩＤ、パスワード、及び再生機３Ａ，３Ｂの再生能力情報を含む保存フ
ォルダ検出メッセージを受信機１Ａ，１Ｂに送信し、受信機１Ａ，１Ｂが、受信した保存
フォルダ検出メッセージに含まれるＩＤに対応するユーザ用のコンテンツが保存されてい
るコンテンツ保存場所から、再生能力情報に応じたコンテンツの一覧をコンテンツリスト
として返信し、再生機３Ａ，３Ｂがコンテンツリストをユーザに提示してコンテンツの選
択を受け付けて、選択されたコンテンツを再生することにより、ホームネットワーク２０
０上に配置された受信機１Ａ，１Ｂから特定のユーザ用のコンテンツを検索することが可
能となる。
【符号の説明】
【００６５】
　１Ａ，１Ｂ…受信機
　１１…設定保存部
　１２…設定入力部
　１３…設定画面部
　１４…個人認証部
　１５…コンテンツ情報生成部
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　１６…コンテンツ転送部
　１７…制御部
　１８…ＮＷ部
　２０Ａ，２０Ｂ…ユーザ用保存フォルダ
　３Ａ，３Ｂ…再生機
　３１…ユーザＩＦ部
　３２…能力保持部
　３３…コンテンツ再生部
　３４…制御部
　３５…ＮＷ部
　２Ｂ…保存用機器
　５…送信機
　６…ＳＩＰサーバ
　１００…ネットワーク
　２００…ホームネットワーク

【図１】 【図２】
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